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第1章 総則 

(目的) 

第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第1

14号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第29条の規定に基づき、非常勤職員の

給与について定めることを目的とする。 

(法令との関係) 

第2条 非常勤職員の給与に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22

年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。 

(適用範囲) 

第3条 この規則は、非常勤職員就業規則第3条に定める非常勤職員に適用する。ただし、

学長が定める非常勤職員の給与については、別に定める。 



(給与の区分) 

第4条 非常勤職員の給与は、俸給、諸手当及び賞与とする。 

(1) 俸給は、日給又は時間給とする。 

(2) 諸手当は、住居手当、通勤手当及び超過勤務手当とする。 

(3) 賞与は、期末手当及び勤勉手当とする。 

(給与の支払) 

第5条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接非常勤職員に支払う。ただし、

法令で定められたもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づ

き、給与の一部を控除して支払うことができる。 

2 前項前段の規定にかかわらず、非常勤職員から申し出があった場合においては、労使

協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、非常勤職員が希望する金融機

関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。 

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに非常勤職員に対して支給しない。 

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 

(給与期間) 

第6条 非常勤職員の給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。 

(給与の支給日) 

第7条 給与の支給日(賞与を除く。)は、毎月1回、翌月の17日とする。ただし、次の

各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。 

(1) 17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が非常勤職員就業規則第20条の休日

(以下「休日」という。)に当たるときは、18日) 

(2) 17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日) 

(3) 17 日が休日（非常勤職員就業規則第 20 条第 1 項第 4 号に規定する休日を除く。）

に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日) 

2 諸手当は、一の給与期間の全額を翌月の給与の支給日に支給する。 

3 賞与は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給す

る。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。 

(1) 支給日が日曜日に当たるとき。 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たる

ときは、支給日の翌日) 

(2) 支給日が土曜日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるとき

は、支給日の前々日) 

(3) 支給日が休日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるとき

は、支給日の翌日) 

(非常時払い) 

第8条 非常勤職員が、当該非常勤職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、

疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため請求し



た場合には、前条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対する給与を

支給する。 

(端数の取扱い) 

第9条 次条第2項第1号に規定する日給の額に10円未満の端数が生じたとき、又は同

項第2号に規定する時間給の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

2 第26条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場合にお

いて、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の

端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。 

3 第29条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円

未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。 

4 一の給与期間の超過勤務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満

の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。 

5 一の給与期間の欠勤の時間数及び育児時間の時間数又は介護部分休業の時間数の合計

に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に

切り上げるものとする。 

第2章 俸給 

(俸給の決定) 

第10条 非常勤職員の受ける俸給は、その者の有する学歴免許と、当該学歴免許の取得

後の年数等を基礎に、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110

号。以下「教職員給与規則」という。)を準用して得られる俸給月額及び同規則第28条

に規定する在勤地に応じた地域手当の額をもとに、次の各号に定める計算式により決

定する。 

(1) フルタイム非常勤職員(以下「フルタイム職員」という。)の俸給は、日給とする。 

((俸給月額＋地域手当)×12／(52×38.75))×7.75 

(2) パートタイム非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)の俸給は、時間給

とする。 

((俸給月額＋地域手当)×12)／(52×38.75) 

2 前項に基づき、次の各号に掲げる職種区分に応じて適用されるパートタイム職員の俸

給は、それぞれ当該各号に定める別表によるものとする。また、フルタイム職員の俸

給は、それぞれパートタイム職員の俸給を算出する基礎となった俸給月額を基に前項

第1号により算出される額によるものとする。 

(1) 事務補佐員及び技術補佐員(看護師又は保健師の業務を行う者を除く。) 別表第

一 

(2) 技能補佐員及び臨時用務員(給食調理員の業務を行う者を除く。) 別表第二 

(3) 臨時用務員のうち給食調理員 別表第三 

(4) 技術補佐員のうち看護師及び保健師 別表第四 



(5) 教務補佐員 別表第五 

(6) 非常勤教員 別表第六 

3 前2項に定めるほか、次の各号に掲げる者の俸給については、当該各号に定める別表

によるものとする。 

(1) ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、スチューデント・アシ

スタント及び学生スタッフ 別表第七 

(2) プロジェクト・リサーチ・アシスタント 別表第七の二 

(3) 客員講座等に所属する非常勤講師及び専門職大学院に関し必要な事項について定

める件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する要件を満たす非常

勤職員 別表第八 

(4) 大学院の授業を担当する非常勤講師 別表第九 

(5) 学部の授業を担当する非常勤講師 別表第十 

(6) 附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)を除く。) 別表第十一 

(7) 附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)) 別表第十二 

4 学長は、極めて高度な知識若しくは経験を必要とする職務若しくは前2項による人材

の確保が困難な場合若しくは部内の均衡上困難な場合又はその他特別な事由がある場

合には、個別に前2項の額を超える額に決定することができる。 

第3章 諸手当 

(住居手当) 

第11条 住居手当は、その採用予定期間が引き続き3か月を超えるフルタイム職員で、

自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料

を含む。以下同じ。)を支払っている者に支給する。 

(住居手当の支給額) 

第12条 住居手当の月額は、次に掲げるフルタイム職員の区分に応じて、それぞれ次に

定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

とする。 

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っているフルタイム職員 家賃の月額から16,000

円を控除した額 

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っているフルタイム職員 家賃の月額から27,0

00円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは

17,000円)を11,000円に加算した額 

(住居手当の届出) 

第13条 新たに第11条のフルタイム職員たる要件を具備するに至った者は、当該要件を

具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情等を速

やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けているフルタイム職員の居住

する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。 



(住居手当の確認及び決定) 

第14条 学長は、フルタイム職員から前条の規定による届出があったときは、その届出

に係る事実を確認し、その者が第11条のフルタイム職員たる要件を具備するときは、

その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。 

2 学長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定

又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。 

(住居手当の家賃の算定の基準) 

第15条 第13条の規定による届出に係るフルタイム職員が家賃と食費等を併せ支払って

いる場合において、家賃の額が明確でないときは、次に掲げる基準に従い、家賃の額

に相当する額を算定するものとする。 

(1) 居住に関する支払額に食料費が含まれている場合 その支払額の100分の40に相

当する額 

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払

額の100分の90に相当する額 

(住居手当の支給の始期及び終期) 

第16条 住居手当の支給は、フルタイム職員が新たに第11条のフルタイム職員たる要件

を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属

する月)から開始し、フルタイム職員が同条に規定する要件を欠くに至った日の属する

月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、

住居手当の支給の開始については、第13条の規定による届出がこれに係る事実の生じ

た日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月

(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。 

2 住居手当を受けているフルタイム職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、

当該事実の生じた日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそ

の支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場

合について準用する。 

(住居手当の事後確認) 

第17条 学長は、現に住居手当の支給を受けているフルタイム職員が第11条のフルタイ

ム職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを

随時確認するものとする。 

2 前項の事後確認において、住居手当を受ける要件に疑義がある場合で、かつ、フルタ

イム職員が第13条に掲げる住居届により住居手当受給要件の事実等を証明するに足る

書類を添付して提出しない場合は、学長は、その提出を待たずに、住居手当の受給要

件がないものとして取り扱うことができる。 

3 前項の場合において、その終期は、直近の事後確認をした日の属する月まで、あるい

は認定まで遡って受給要件がないものとして必要な措置を行うことができる。 



(通勤手当) 

第18条 通勤手当は次に掲げる者に支給する。 

(1) 通勤(非常勤職員が勤務のため、その者の住居と勤務する部局、附属学校及び本学

が所有する各施設(以下「部局等」という。)との間を往復することをいう。)のため

交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする非常勤職員(交通機関を利

用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常勤職員であっ

て交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km

未満であるもの及び第3号に掲げる非常勤職員を除く。) 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(本学、国又は地方公共団体の所有に属する

ものを除く。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする非常勤職員

(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常

勤職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤

距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる非常勤職員を除く。) 

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する

ことを常例とする非常勤職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通

勤することが著しく困難である非常勤職員以外の非常勤職員であって、交通機関を

利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通

勤距離が片道2km未満であるものを除く。) 

(4) 前各号に掲げる交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難な非常勤職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令

第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な非常勤職員

とする。 

2 同一日に複数の部局等に雇用される非常勤職員の通勤手当については、合理的な理由

がない限り、一日一回の通勤として算出するものとする。 

3 前2項にかかわらず、次に該当する者には通勤手当は支給しない。 

(1) 非常勤職員が学部生又は大学院生で、勤務場所と通学場所が同じである者 ただ

し、これによりがたい場合は、学長が別に定める。 

(2) 第10条第3項各号に掲げる各表のうち、非常勤講師として雇用される者で、通勤

に相当する費用を旅費等により実費弁償される者 

(通勤手当の支給額) 

第19条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる額とする。 

(1) 前条第1項第1号に掲げる非常勤職員 次条の規定により算出したその者の1箇

月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。) 



(2) 前条第1項第2号に掲げる非常勤職員 次に掲げる非常勤職員の区分に応じて、

それぞれ次に掲げる額(1週間当たりの勤務日数が4日以下とされている非常勤職員

は次に掲げる額を5で除した額に1週間当たりの勤務日数を乗じて得た額) 

イ 自動車等の使用距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。以

下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である非常勤職員 2,000

円 

ロ 使用距離が片道5km以上10km未満である非常勤職員 4,200円 

ハ 使用距離が片道10km以上15km未満である非常勤職員 7,300円 

ニ 使用距離が片道15km以上20km未満である非常勤職員 10,400円 

ホ 使用距離が片道20km以上25km未満である非常勤職員 13,500円 

ヘ 使用距離が片道25km以上30km未満である非常勤職員 16,600円 

ト 使用距離が片道30km以上35km未満である非常勤職員 19,700円 

チ 使用距離が片道35km以上40km未満である非常勤職員 22,800円 

リ 使用距離が片道40km以上45km未満である非常勤職員 25,900円 

ヌ 使用距離が片道45km以上50km未満である非常勤職員 29,100円 

ル 使用距離が片道50km以上55km未満である非常勤職員 32,300円 

ヲ 使用距離が片道55km以上60km未満である非常勤職員 35,500円 

ワ 使用距離が片道60km以上65km未満である非常勤職員 38,700円 

カ 使用距離が片道65km以上70km未満である非常勤職員 42,200円 

ヨ 使用距離が片道70km以上75km未満である非常勤職員 45,700円 

タ 使用距離が片道75km以上80km未満である非常勤職員 49,200円 

レ 使用距離が片道80km以上85km未満である非常勤職員 52,700円 

ソ 使用距離が片道85km以上90km未満である非常勤職員 56,200円 

ツ 使用距離が片道90km以上95km未満である非常勤職員 59,600円 

ネ 使用距離が片道95km以上100km未満である非常勤職員 63,000円 

ナ 使用距離が片道100km以上である非常勤職員 66,400円 

(3) 前条第1項第3号に掲げる非常勤職員 次に掲げる区分に応じた額 

イ 自動車等の使用距離が片道2km以上である非常勤職員及び自動車等の使用距離

が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難で

ある非常勤職員 運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額 

ロ 運賃相当額が前号に掲げる額（次号に定める駐車場等を利用し、その料金を負

担することを常例とする教職員（ハにおいて「駐車場等利用教職員」という。）

にあっては、その額に第20条の2第2項に定める額を加算した額）以上である非

常勤職員(イに掲げる非常勤職員を除く。) 第1号に掲げる額 



ハ 運賃相当額が前号に掲げる額（駐車場等利用教職員にあっては、その額に第20

条の2第2項に定める額を加算した額）未満である非常勤職員(イに掲げる非常勤

職員を除く。) 第2号に掲げる額 

(4) 前条第1項第2号又は第3号に掲げる非常勤職員で、自動車等の駐車のための施

設（その所在地及び利用形態が第 20 条の 2 第 1 項に定める要件を満たすものに限る。

以下「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの

（前号ロに定める非常勤職員を除く。）の通勤手当の額は、前2号の規定にかかわ

らず、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 

イ 駐車場等に係る通勤手当 駐車場等の料金に相当する額として第20条の2第2

項に定める額 

ロ イに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2号の規定による額 

(5) 運賃等相当額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2号に

定める額及び第4号に定める額の合計額が55,000円(次のいずれかに該当する非常勤

職員は、150,000円)を超える非常勤職員の通勤手当の額は、前4項の規定にかかわ

らず、55,000円(次のいずれかに該当する非常勤職員は150,000円)とする。 

イ 非常勤職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下この項において同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務先の移転に

伴い、配偶者と同居して18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある

子を養育するため、非常勤職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居し

た非常勤職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合

における当該日以後の転居後の住居を含む。)から通勤するもの(当該子の養育を

行っているものに限る。) 

ロ 非常勤職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項

に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又

はその近隣の住居に転居した非常勤職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後

に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居

後の住居を含む。)から通勤するもの(当該父母の介護を行っているものに限る。) 

ハ その他イ及びロの規定が適用される非常勤職員との権衡上必要があると学長が

認める非常勤職員 

(通勤手当の運賃等相当額の算出の基準) 

第20条 前条第1項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情

に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の

額によるものとする。 

2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそ

れぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な事由がある

場合は、この限りでない。 



3 運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利

用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額 

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機

関を利用する区間については、平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃の価額 

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関を利用する

それぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に

準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た額)とする。 

(駐車場等の要件及び駐車場等に係る通勤手当の額) 

第20条の2 第19条第4号に規定する駐車場等の要件は、次の各号のいずれにも該当す

ることとする。 

(1) 第22条の規定に基づき決定し、又は改定する手当額の基礎となる経路若しくはこ

れに準ずるものとして学長が認める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺に

ある施設であること。 

(2) 非常勤職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自動車等の駐

車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自

転車の駐車のための部分に限る。）でないこと。 

(3) その利用について非常勤職員の配偶者に料金を支払うこととなる施設又はこれに

準ずるものとして学長が認める施設でないこと。 

2 第19条第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額（その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円（1週間当たり

の勤務日数が4日以下とされている非常勤職員はこれを5で除した額に1週間当たりの

勤務日数を乗じて得た額））とする。 

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれイからハまでに定める額 

イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額 

ロ 駐車場等の料金を定める期間が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をその

わたる月の数で除して得た額（その額に1円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額） 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 学長が認める額 

(2) 二以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号イからハま

でに定める額を合計した額 

(通勤手当の届出) 



第21条 非常勤職員は、新たに第18条の非常勤職員たる要件を具備するに至った場合に

は、通勤届により、その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。非常

勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。 

(1) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し

若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃の額若しくは駐車場等の料金に変更

があった場合 

(2) 削除 

(通勤手当の確認及び決定) 

第22条 学長は、非常勤職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係

る事実を通勤用定期乗車券若しくは駐車場等の料金を証明する書類(これに準ずるもの

を含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が

第18条の非常勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額

を決定し、又は改定しなければならない。 

2 学長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定

又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。 

(通勤手当の支給の始期及び終期) 

第23条 通勤手当の支給は、非常勤職員が新たに第18条の非常勤職員たる要件が具備さ

れるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、

その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている非常勤職員が退職した場合

においてはその者が退職した日、通勤手当を支給されている非常勤職員が同条の非常

勤職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日

が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手

当の支給開始については、第21条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日か

ら15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日

が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。 

2 通勤手当は、これを受けている非常勤職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至

った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日である

ときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当

の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。 

3 新たに採用となった非常勤職員又は部局等を異にして異動した非常勤職員が当該採用

又は当該異動の直後に部局等への勤務を開始すべきこととされる日に第18条の非常勤

職員たる要件を具備するときは、当該採用又は当該異動の発令日を同項の非常勤職員

たる要件が具備されるに至った日として取り扱い、支給の開始又は支給額の改定を行

うものとする。 

(通勤手当の事後確認) 



第24条 学長は、現に通勤手当の支給を受けている非常勤職員について、その者が第18

条の非常勤職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどう

かを当該非常勤職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の

方法により、随時、確認するものとする。 

2 第 17条第2項及び第3項に規定する取扱い等は、「フルタイム職員」を「非常勤職員」

と読み替えてこの条に準用する。 

(通勤手当を支給できない場合) 

第25条 第18条の非常勤職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日ま

での期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支

給することができない。 

(超過勤務手当) 

第26条 非常勤職員就業規則第18条の規定により定められた所定勤務時間を超えて勤務

することを命ぜられた非常勤職員には、所定勤務時間を超えて勤務した時間に対して、

勤務1時間につき、次の計算式により算出した額(以下「勤務1時間当たりの給与額」

という。)に所定勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれ

ぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場

合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支

給する。なお、次の第4号に掲げる勤務は、毎月1日を1か月の起算日として累計する。 

((俸給月額＋地域手当)×12)／52×38.75 

(1) 非常勤職員就業規則第20条に規定する休日(同規則第21条の規定により振り替え

られた休日及び同規則第21条の2の規定により割り振られた休日を含む。)以外の日

における勤務であって、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内

(非常勤職員就業規則第18条の規定により1日の所定勤務時間が8時間と定められた

日を除く。)における勤務 100分の100 

(2) 前号に規定する休日の勤務 100分の135 

(3) 第1号及び第2号に定める勤務以外の勤務 100分の125 

(4) 前各号に掲げる勤務の累計が1か月60時間を超えた時点からの勤務 100分の15

0 

(期末手当) 

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日

を「基準日」という。)に在職し、かつ、基準日以前の在職期間が1か月を超えるフル

タイム職員について、それぞれ第7条第3項に規定する日に支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ当該年度において第10条により当該フルタイム職員が受け

るべき俸給の算定の基礎となった教職員給与規則第11条に規定する級及び号俸の俸給

月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額(以下「期末手当・勤勉手当基礎額」

という。)に表一に定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間に



おけるその者の引き続いている在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて

得た額とする。 

表一 期末手当支給割合 

支給割合 

100分の126.25 

表二 在職期間別支給割合 

在職期間 割合 

6か月 100分の100 

5か月以上6か月未満 100分の80 

3か月以上5か月未満 100分の60 

3か月未満 100分の30 

3 前項に掲げる在職期間は、この規則の適用を受けるフルタイム職員として在職した期

間とし、その算定については次の期間を除算する。 

(1) 停職にされていた期間 

(2) 国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児

休業規則」という。)第4条第2項、第4項及び第5項、第6条第3項、第6条の2

第2項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出の期間（次に掲げる育児休

業を除く。）又は国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号。

以下「介護休業規則」という。)第4条第2項、第4項及び第5項及び第6条第1項

に規定する介護休業の申出の期間の2分の1の期間 

イ 当該育児休業の申出の期間の全部が育児休業規則第6条の3第1項に規定する

育児休業であって、当該育児休業の申出に係る期間（当該期間が2以上あるとき

は、それぞれの期間を合算した期間）が1箇月以下である育児休業 

ロ 当該育児休業の申出の期間の全部が育児休業規則第6条の3第1項に規定する

育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の申出に係る期間（当該期間が2

以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が1箇月以下である育児休業 

(3) 育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務の期間の2分の1の期間 

4 フルタイム職員が次の各号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号

の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期

末手当)は支給しない。 

(1) 基準日に停職にされている者 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則

第34条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた者 

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則

第14条第2号及び第3号の規定により当然解雇された者 



(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取

り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられた者 

5 学長は、支給日に期末手当を支給することとされているフルタイム職員で、当該支給

日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の

支給を一時差し止めることができる。 

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略

式手続によるものを除く。第7項において同じ。)をされ、その判決が確定していな

い場合 

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは

調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合 

6 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」とい

う。)を受けた者は、学長が定める処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過

した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分を

した者に対し、その取り消しを申し立てることができる。 

7 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、

速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する

場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明

らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件

に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合 

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る

刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合 

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴

をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経

過した場合 

8 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期

末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すこと

を妨げるものではない。 

9 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該

一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 

(勤勉手当) 



第28条 勤勉手当は、基準日に在職し、かつ、基準日以前の在職期間が1か月を超える

フルタイム職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の引き続いて

いる在職期間中のその者の勤務成績に応じて、それぞれ第7条第3項に規定する日に支

給する。 

2 勤勉手当の額は、それぞれの期末手当・勤勉手当基礎額に表一に定める成績区分に応

じた割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の引き続い

ている在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。 

表一 成績区分別割合 

成績区分 割合 

(1) 良好者 100分の102.25 

(2) 不良者((3)～(5)の者を除く。) 100分の81.125 

(3) 戒告処分を受けた者 100分の60 

(4) 減給処分を受けた者 100分の50 

(5) 停職処分を受けた者 100分の40 

表二 在職期間別支給割合 

在職期間 割合 

6か月 100分の100 

5か月15日以上6か月未満 100分の95 

5か月以上5か月15日未満 100分の90 

4か月15日以上5か月未満 100分の80 

4か月以上4か月15日未満 100分の70 

3か月15日以上4か月未満 100分の60 

3か月以上3か月15日未満 100分の50 

2か月15日以上3か月未満 100分の40 

2か月以上2か月15日未満 100分の30 

1か月15日以上2か月未満 100分の20 

1か月以上1か月15日未満 100分の15 

15日以上1か月未満 100分の10 

15日未満 100分の5 

零 零 

3 前項に掲げる在職期間は、この規則の適用を受けるフルタイム職員として在職した期

間とし、その算定については次の期間を除算する。 

(1) 停職にされていた期間 

(2) 第29条の規定により給与を減額された期間(育児休業規則第14条の規定による育

児時間又は介護休業規則第12条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しな

いことにより給与を減額された期間を除く。) 



(3) 育児休業規則第4条第2項、第4項及び第5項、第6条第3項、第6条の2第2

項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出の期間（第27条第3項第2号

イ及びロに掲げる育児休業を除く。）又は介護休業規則第4条第2項、第4項及び

第5項及び第6条第1項に規定する介護休業の申出の期間 

(4) 育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務の期間 

(5) 育児休業規則第14条の規定による育児時間又は介護休業規則第12条の規定によ

る介護部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、そ

の勤務しなかった全期間 

(6) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、その全期間 

4 フルタイム職員が次のいずれかに該当する場合は、勤勉手当は支給しない。 

(1) 基準日に停職にされている者 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則

第34条の規定による諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた者 

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、非常勤職員就業規則

第14条第2号及び第3号の規定により当然解雇された者 

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取

り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑

以上の刑に処せられた者 

5 前条第5項から第9項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準

用する。 

第4章 給与の特例等 

(給与の減額) 

第29条 非常勤職員が所定勤務時間内において勤務しない場合(その勤務しない時間が非

常勤職員就業規則第25条に規定する年次有給休暇及び同規則第26条第1項に規定する

年次有給休暇以外の有給の休暇として承認された場合を除く。)は、勤務1時間当たり

の給与額に勤務しない期間の時間数を乗じて得た額を減額する。ただし、給与から減

額すべき金額が、勤務しない期間があった給与の計算期間に対する給与(諸手当を除

く。)の額より大である場合は、その給与の計算期間に対する給与(諸手当を除く。)は

支給しない。 

(育児休業又は育児時間中の給与) 

第 30条 非常勤職員が、育児休業規則第 4条第 2項、第 4項及び第 5項、第 6条第 3項、

第6条の2第2項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出をして勤務しない

場合には、給与を支給しない。 

2 非常勤職員が育児休業規則第14条に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合

には、前条の規定により給与を減額する。 

(育児短時間勤務中の給与) 



第30条の2 非常勤職員が、育児休業規則第13条の2に規定する育児短時間勤務を取得

している期間中の給与については、第27条及び第28条を除き、常勤職員の例に準じて

給与を支給する。 

(介護休業又は介護部分休業中の給与) 

第31条 非常勤職員が、介護休業規則第4条第2項、第6条第1項に規定する介護休業

の申出をして勤務しない場合には、給与を支給しない。また、第12条に規定する介護

部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第29条の規定により給与を減額する。 

(給与の改定) 

第32条 学長が必要と認めた場合には、この規則による給与の改定を行う。 

第5章 雑則 

第33条 この規則の実施に関し必要な事項は、常勤教職員の例に準ずるもののほか、学

長が定める。 

附 則 

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前々日に横浜国立大学において

非常勤職員であった者の住居手当及び通勤手当の認定は、第19条第2号の適用を受け

る者(1週間の勤務日数が4日以下の者に限る。)を除き、施行日の前々日の認定が引き

続いているものとみなして支給する。 

第3条 施行日の前々日に横浜国立大学において日々雇用職員であった者の期末手当及び

勤勉手当の在職期間は、平成15年12月2日から平成16年3月30日の間における在職

期間を含むものとする。 

附 則(平成17年3月24日規則第495号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年3月28日規則第47号) 

改正 平成19年3月27日規則第65号 
 

第 1条 この規則は平成18年4月1日から施行する。 

第2条 平成18年4月1日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける非常勤職員

で、改正後の国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(以下「新規則」という。)

第10条第2項の規定による俸給の決定のもととなる俸給月額が、同日において受けて

いた俸給の決定のもととなる俸給月額に達しないこととなる非常勤職員(学長が別に定

める非常勤職員を除く。)には、新規則による俸給月額のほか、その差額に相当する額

を、その者の俸給月額として新規則第10条第2項の規定により俸 給を決定する。 

第3条 削除 



附 則(平成19年3月27日規則第65号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年2月28日規則第17号) 

この規則は、平成20年3月1日から施行する。 

附 則(平成20年5月30日規則第79号) 

この規則は、平成20年6月1日から施行する。 

附 則(平成20年11月28日規則第96号) 

第1条 この規則は、平成20年11月28日から施行する。 

第2条 この規則施行の際、施行日の前日から引き続き同一の職務に雇用される非常勤職

員のうち、改正後の俸給が改正前の俸給に達しない場合は、従前の例により算出され

る俸給を基礎として算出される給与を支給する。ただし、第18条についてはこの限り

でない。 

第3条 国立大学法人横浜国立大学非常勤講師等の給与に関する規則(平成16年規則第1

27号)は廃止する。 

附 則(平成21年3月27日規則第36号) 

第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

第2条 この規則施行の際、施行日の前日から引き続き同一の職務に雇用される非常勤職

員のうち、改正後の俸給が施行日の前日に受けていた俸給の算定の基礎となった俸給

月額を新規則に適用させたものとして算出した俸給に達しない場合の給与については、

施行日の前日に受けていた俸給の算定の基礎となった俸給月額を基礎として新規則を

適用した給与を支給する。 

第3条 前条の規定により算出される俸給が施行日の前日に受けていた俸給に達しない場

合は、なお従前の例による。 

附 則(平成21年6月25日規則第71号) 

この規則は、平成21年7月1日から施行する。 

附 則(平成21年11月30日規則第94号) 

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。 

第2条 この規則の施行日の前日に、現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者に

ついては、なお従前の例による。 

附 則(平成22年3月26日規則第51号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 



附 則(平成22年6月17日規則第71号) 

この規則は、平成22年6月30日から施行する。 

附 則(平成22年11月24日規則第90号) 

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行し、改正後の第26条については、平

成23年4月1日から適用する。 

第2条 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者につ

いては、なお、従前の例による。 

附 則(平成23年3月29日規則第57号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年1月19日規則第8号) 

この規則は、平成24年1月19日から施行する。 

附 則(平成24年3月21日規則第84号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月28日規則第52号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年11月21日規則第86号) 

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者について

は、なお、従前の例による。 

附 則(平成27年3月23日規則第25号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年11月25日規則第75号) 

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者について

は、なお、従前の例による。 

附 則(平成28年3月22日規則第29号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年11月30日規則第80号) 

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。 



2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者について

は、なお、従前の例による。 

附 則(平成29年3月22日規則第59号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年11月24日規則第101号) 

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者について

は、なお、従前の例による。 

附 則(平成30年11月30日規則第69号) 

1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者について

は、なお、従前の例による。 

附 則(平成31年3月22日規則第32号) 

この規則は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和元年11月20日規則第32号) 

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日に現

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和2年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお、従前の例による。 

附 則(令和2年3月25日規則第39号) 

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

第2条 施行日の前日において改正前の第11条の規定により支給されていた住居手当の

月額が2,000円を超えるフルタイム職員であって、施行日以後においても引き続き当該

住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項にお

いて同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(学長が別

に定める者を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第

12条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃

の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で学長 が別に定め

る額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を

支給する。 

(1) 改正後の第11条に該当しないこととなるフルタイム職員 



(2) 旧手当額から改正後の第12条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相

当する額を減じた額が2,000円を超えることとなるフルタイム職員 

附 則(令和2年11月25日規則第117号) 

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日に現

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和3年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお、従前の例による。 

附 則(令和3年9月30日規則第34号) 

この規則は、令和3年10月1日から施行する。 

附 則(令和4年3月23日規則第22号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年9月29日規則第61号) 

この規則は、令和4年10月1日から施行する。 

附 則(令和4年11月24日規則第108号) 

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日まで

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和5年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。 

附 則(令和5年9月28日規則第71号) 

この規則は、令和5年10月1日から施行する。 

附 則(令和5年11月30日規則第84号) 

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日まで

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和6年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。 

附 則(令和6年3月28日規則第27号) 

この規則は、令和6年4月1日から施行する。 



附 則(令和6年9月26日規則第48号) 

この規則は、令和6年10月1日から施行する。 

附 則(令和6年11月28日規則第54号) 

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日まで

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和7年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。 

附 則(令和7年3月27日規則第30号) 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

附 則(令和7年9月25日規則第53号) 

この規則は、令和7年10月1日から施行する。 

附 則(令和7年11月27日規則第62号) 

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。ただし、この規則の施行日の前日まで

に非常勤職員就業規則第7条の2第1項の規定により期間の定めのない雇用となった非

常勤職員については、令和8年4月1日から適用する。 

2 この規則の施行日の前日に現に非常勤職員としてこの規則の適用を受ける者のうち、

前項に定める者以外の者については、なお従前の例による。 

附 則(令和8年3月26日規則第19号) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

2 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から駐車場等（改正後の第19条第

4号に規定する「駐車場等」をいう。）を利用している非常勤職員であって、引き続き

当該駐車場等を利用することにより施行日において同号の非常勤職員たる要件を具備

するに至った者は、この規則による改正後の第21条の規定の例により、その実情を届

け出なければならない。 

別表第一 

(事務補佐員及び技術補佐員) 

適用俸給表  学歴等 

本学経験年数別・時間給(相当級号俸) 

6月未満 6月以上 1年6月以上 

1年6月未満 

一般職俸給表 高校卒後4年未満 1,403円 1,489円 1,575円 



(1-9) (1-17) (1-25) 

高校卒後4年以上 1,489円 1,564円 1,642円 

(1-17) (1-24) (1-33) 

備考1 上表に掲げる時間給は、教職員給与規則に定める級号俸を基に第10条第1項

の計算式により算定された額であり、同規則に掲げる俸給月額が改定された場合は、

それによる。 

備考2 本学職務経験年数は前年度末現在の年数をもって適用する。ただし、採用時の

前年度以前5年以内において、本学の同種職務に従事していた者については、それ

らの期間も含むものとする。 

備考3 職務内容が専ら補助的なもの又は手待ち時間が比較的多い業務など、業務量が

相当程度軽度である場合は10／100の範囲内で減額調整することができる。 

備考4 上表のいずれかの時間給の額が神奈川県最低賃金（昭和55年神奈川労働

基準局最低賃金公示第１号）第４号に定める最低賃金額を下回る場合は、下回るこ

とになった日の属する月以降の当該区分の時間給の額は、同号に定める最低賃金額

とする。 

別表第二 

(技能補佐員及び臨時用務員) 

適用俸給表 資格等 

本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸) 

6月未満 6月以上 1年6月以上 

1年6月未満 

技能職等俸給表 有資格者 1,575円 1,630円 1,718円 

(1-24) (1-34) (2-23) 

有資格者以外 1,380円 1,485円 1,575円 

(1-4) (1-14) (1-24) 

備考1 有資格者欄の適用は、業務に必要な資格を有することを条件として雇用した者

に適用する。 

備考2 別表第一の備考欄の第1から第4は、本表において準用する。 

別表第三 

(給食調理員) 

適用俸給表 資格等 

本学職務経験年数別・時間給(相当級号俸) 

6月未満 6月以上 1年6月以上 
 1年6月未満  

技能職等俸給表 有資格者 1,676円 1,725円 1,801円 



(1-50) (1-78) (2-53) 

有資格者以外 1,575円 1,630円 1,676円 

(1-24) (1-34) (1-50) 

備考 別表第一の備考欄の第1から第4及び別表第二の備考欄の第1は、本表において

準用する。 

別表第四 

(看護師及び保健師) 

大学卒 短大3卒 短大2卒 時間給(相当級号俸) 

免許取得後の年数   
1年未満 1,729円 (2-1)   
1年以上2年未満 1,773円 (2-4)  

1年未満 
 

1,788円 (2-5) 

1年未満 1年以上2年未満 2年以上3年未満 1,812円 (2-9) 

1年以上2年未満 2年以上3年未満 3年以上4年未満 1,838円 (2-13) 

2年以上3年未満 3年以上4年未満 4年以上5年未満 1,860円 (2-17) 

3年以上4年未満 4年以上5年未満 5年以上6年未満 1,886円 (2-21) 

4年以上 5年以上 6年以上 1,911円 (2-25) 

備考1 本表は、看護師俸給表を適用する。 

備考2 保健師については、各々2号俸上乗せするものとする。 

備考3 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。 

備考4 免許取得後の年数は、その免許を取得以降で、採用される年度の前年度末まで

とする。 

別表第五 

(教務補佐員) 

適用俸給表 大学卒後の年数 時間給(相当級号俸) 

大学教員俸給表 3年未満 1,725円 (1-11) 

3年以上5年未満 1,886円 (1-27) 

5年以上10年未満 1,985円 (1-37) 

10年以上 2,084円 (1-57) 

備考1 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。 

備考2 本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末まで

の年数とする。 



別表第六 

(非常勤教員) 

大学卒後の年数 助教等相当時間給 講師相当時間給 准教授相当時間給 教授相当時間給 

(相当級号俸) (相当級号俸) (相当級号俸) (相当級号俸) 

4年未満 1,968円 個別に定める 個別に定める 個別に定める 

(2-9) 

4年以上 2,074円 2,247円 個別に定める 個別に定める 

6年未満 (2-17) (2-28) 

6年以上 2,391円 2,501円 2,674円 個別に定める 

13年未満 (2-42) (3-10) (3-28) 

13年以上 2,439円 2,640円 2,826円 2,968円 

(2-62) (3-24) (4-8) (4-28) 

備考1 本表は、大学教員俸給表を適用する。 

備考2 別表第一の備考欄の第1は、本表において準用する。 

備考3 本表を適用する場合の年数は、大学卒業後から採用される年度の前年度末まで

の年数とする。 

別表第七 

(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、スチューデント・アシスタ

ント及び学生スタッフ) 

学歴等 時間給 

学部在学者 1,225円 

修士課程、博士課程前期又は専門職学位課程在学者 1,400円 

博士課程後期在学者（リサーチ・アシスタントを担当する者を除く） 1,500円 

博士課程後期在学者（リサーチ・アシスタントを担当する者） 1,600円 

別表第七の二 

（プロジェクト・リサーチ・アシスタント） 

区分 時間給 

1号 1,600円 

2号 2,000円 

3号 2,500円 

4号 3,000円 

5号 3,500円 

備考 本表の適用に関し必要な事項は、学長が別に定める。 



別表第八 

(客員講座等に所属する非常勤講師及び専門職大学院に関し必要な事項について定める

件(平成15年文部科学省告示第53号)第2条第2項に規定する要件を満たす非常勤職

員) 

大学卒後の年数 短大卒後の年数 時間給 

13年未満 17年未満 5,400円 

13年以上21年未満 17年以上24年未満 5,500円 

21年以上28年未満 24年以上32年未満 5,800円 

28年以上 32年以上 6,100円 

備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末

までの年数とする。 

別表第九 

(大学院の授業を担当する非常勤講師) 

大学卒後の年数 短大卒後の年数 時間給 

6年未満 9年未満 4,700円 

6年以上13年未満 9年以上17年未満 5,100円 

13年以上21年未満 17年以上24年未満 5,300円 

21年以上28年未満 24年以上32年未満 5,600円 

28年以上 32年以上 5,800円 

備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末

までの年数とする。 

別表第十 

(学部の授業を担当する非常勤講師) 

大学卒後の年数 短大卒後の年数 時間給 

4年未満 2年6月以上7年未満 4,300円 

4年以上6年未満 7年以上9年未満 4,600円 

6年以上13年未満 9年以上17年未満 5,000円 

13年以上21年未満 17年以上24年未満 5,200円 

21年以上28年未満 24年以上32年未満 5,400円 

28年以上 32年以上 5,700円 

備考 本表を適用する場合の年数は、大学(短大)卒業後から採用される年度の前年度末

までの年数とする。 



別表第十一 

(附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)を除く。)) 

高校卒後の年数 時間給 

4年未満 2,400円 

4年以上10年未満 2,600円 

10年以上 2,900円 

備考 本表を適用する場合の年数は、高校卒業後から採用される年度の前年度末まで

の年数とする。 

別表第十二 

(附属学校に所属する非常勤講師(AET(英語担当)) 

 時間給 3,500円 


